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第１章 個別施設計画の目的 

 

１．個別施設計画の位置づけ 

 

これまでに、本市では行政需要に応じて、学校、庁舎、市営住宅などの建築物系施設や道路、

橋梁、上下水道などのインフラ系施設（※１）を建設し、市民の生活基盤、地域コミュニティーの拠

点などとして大きな役割を果たしてきました。 

しかし、厳しい財政状況が続く中、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化して

いくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を

もって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化する

とともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

また、今後、本市の公共施設等の改修や更新については、将来のまちづくりと資産のライフサ

イクルに基づき、適切な時期に適切な方法で進めていく必要があります。 

このような状況の中、国において策定された「インフラ長寿命化基本計画（2013年11月）」に基

づき、すべての地方公共団体は、建築物系施設、インフラ系施設などすべての公共施設等を対象

とし、10年以上の長期の視点を持ち、かつ、財政見通しとＬＣＣ（ライフサイクルコスト）（※２）に

配慮した行動計画である総合管理計画を2016年度までに策定することとされました。 

本市では、2016年３月に公共施設等の全体像を明らかにし、長期的な視点を持って、公共施設

等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的として「伊達市公共施設等総合管理計画（以

下「総合管理計画」という｡）」を策定したところです。 

また、総合管理計画を基本とし、2020年度までのできるだけ早い時期に個別の施設毎の具体的

な対応方針として個別施設計画を策定することとされており、本市では伊達地域と大滝区の地域

特性を踏まえ、「伊達市公共施設等総合管理計画個別施設計画（以下「個別施設計画」という｡）」

を策定するものです。 

 

（※１）インフラ系施設：道路、橋梁等の土木構造物や上下水道施設等生活基盤を形成する施設。 

（※２）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）：施設の建設・建築費だけでなく、維持管理・運営・修繕・処分までの事業全体に 

    わたり必要な総費用。 
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２．関連計画との関係 

 

 本市のまちづくりの最上位に位置付けられる「第７次伊達市総合計画」をはじめとする各種計

画があり、本計画においてもこれらの計画との調和を図る必要があります。 

 各種計画類の全体像は、図表１のとおりです。 

 

図表 １ 計画類の全体像 
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各種個別施設計画（長寿命化計画） 

など 

 

行動計画 

個別施設 

計画 

【国】 インフラ長寿命化基本計画 

【市】 公共施設等 

総合管理計画 
【国】各省庁の計画 

【市】 個別施設計画 【国】 個別施設計画 

第７次伊達市総合計画 

まち・ひと・しごと 
創生人口ビジョン・総合戦略 

都市計画マスタープラン 

子ども・子育て支援事業計画 

下水道中期ビジョン 

水道ビジョン 

連携 

連携 

住生活基本計画 

（仮称）第２次伊達市教育振興 
基本計画 
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３．計画期間 

 

個別施設計画の計画期間は、総合管理計画の終期に合わせて、2019年度から2025年度までの７

年間とし、上位計画や関連する計画の策定・改訂状況や社会情勢の変化等に応じて、適宜見直し

を図っていくこととします。 

 

 

４．長寿命化への取り組み 

 

施設の長寿命化を推進するため、点検・診断、修繕・改修・更新により予防保全・機能改善に取

り組んでいます。 

点検については、施設の基礎的データや状態を取りまとめ、このうち特に重要な一部の施設に

ついては、現地調査（2018年10～11月に実施済み）を実施しております。また、伊達市役所庁舎

及びカルチャーセンターについては、耐震調査・躯体調査を実施済みとなっています。 

修繕・改修・更新については、長寿命化に加えて、耐震化、照明のＬＥＤ化、エレベーター等の

バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化（車いす用トイレ・多目的トイレ、授乳室・託児室等）

等についても検討・実施します 

本市がすでに策定済若しくは今後策定予定の長寿命化関連の計画及び計画期間は図表２のとお

りです。 

 

図表 ２ 公共施設等の長寿命化に関連する主な計画及び期間（今後10年間） 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

住　宅 伊達市公営住宅等長寿命化計画 2015～2024

学　校 （仮称）伊達市学校施設長寿命化計画 2019～2028（予定）

社会教育施設 （仮称）だて歴史の杜カルチャーセンター中長期修繕計画 2019～2028（予定）

社会教育施設 （仮称）アートビレッジ文化館修繕計画 2019～2024（予定）

社会教育施設 （仮称）文化財施設維持管理計画 2021～2028（予定）

公　園 伊達市公園施設長寿命化計画 2018～2027

道　路 市道舗装の個別施設計画 2018～2027

道　路 伊達市管内道路照明修繕事業［個別施設計画］ 2018～2021

橋　梁 伊達市橋梁長寿命化修繕計画 2015～2024

橋　梁 伊達市管内林道橋修繕事業［個別施設計画］ 2017～2026

上下水道施設 伊達市上水道施設更新基本計画 2015～2024

上下水道施設 （仮称）伊達市上水道事業経営戦略 2020～2029（予定）

上下水道施設 （仮称）大滝区簡易水道事業経営戦略 2020～2029（予定）

上下水道施設 伊達終末処理場長寿命化計画 2017～2020

上下水道施設 大滝下水道管理センター長寿命化計画 2015～2019

上下水道施設 （仮称）伊達市下水道事業経営戦略 2020～2029（予定）

上下水道施設 （仮称）伊達市下水道ストックマネジメント計画 2020～2025（予定）

年度

建

築

物

系
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設
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ン

フ

ラ

系

施

設

施
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第２章 公共施設等の現状 

 

１．建築物系施設 

 

市が保有する施設のうち、建築物系施設については、総合管理計画に掲載されている施設に新

設した施設を加え、除却済の施設（2018年12月末時点）を除いた280施設を個別施設計画の対象と

します。また、職員住宅・教職員住宅を除く、公共施設219施設について、建築年度や利用状況、

運営コスト等を取りまとめた施設カルテ（図表３）を作成しました。 

この施設カルテから得られる情報（2018年６月時点）と、施設を所管する担当課へのヒアリン

グ（2018年11月時点）及び現地調査（2018年10、11月時点）により得られた情報により、施設の点

検・診断に代え、状態等を把握することとしました。 

以下、施設カルテを作成済みの建築物系施設について、項目に分けて現状を整理します。 

 

 

図表 ３ 施設カルテのフォーマット（サンプル） 
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（１）施設の概況 

 本市の施設は総合管理計画において10分類に分けられており、施設分類ごとの所在地は図表４

のとおりです。延床面積全体の比率が高い順に、住宅（32.2％）、学校（24.4％）、社会教育施設

（7.4％）となっており、施設数でみると、住宅が65施設と多くなっています。 

 

図表 ４ 施設数と延床面積 

No 施設分類名 
施設数 延床面積（㎡） 延床面積の

割合 全体 伊達地域 大滝区 全体 伊達地域 大滝区 

1 庁舎等 4 3 1 13,512 11,840 1,673 6.3% 

2 子育て・福祉関連施設 16 15 1 8,847 8,268 579 4.2% 

3 地域会館関連施設 30 21 9 10,092 7,037 3,054 4.7% 

4 産業振興関連施設 15 13 2 12,934 11,631 1,303 6.1% 

5 住 宅 65 35 30 68,688 49,856 18,832 32.2% 

6 社会教育施設 16 12 4 15,811 14,406 1,405 7.4% 

7 体育施設 11 10 1 15,183 14,987 196 7.1% 

8 学 校 29 24 5 51,998 46,825 5,173 24.4% 

9 給食センター 2 1 1 3,799 3,301 497 1.8% 

10 その他 31 16 15 12,422 8,972 3,451 5.8% 

計 219 150 69 213,286 177,124 36,163 100.0% 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

 

（２）老朽化度（耐用年数－経過年数） 

 施設の経過年数が耐用年数を超過し、老朽化度の高い施設数は、図表５のとおり、地域会館関

連施設、その他、学校の順となっています。特に、地域会館関連施設は老朽化度が高い施設数が

多く、その内訳はコミュニティセンターや福祉会館、自治会館、集会所等となっています。これ

らの施設は、地域に根差した施設として設置された経緯があることから、今後のあり方について

は地域との意見交換や合意形成が重要となります。 

また、「その他」の施設で老朽化が進んでいる施設は、伊達地域では、長和分庁舎（旧長和小学

校校舎・体育館）、山下倉庫（１号、２号）、車両基地（事務所、車庫）等、大滝区では、旧大滝小

学校、大滝総合支所倉庫等となっています。 

 

図表 ５ 施設の老朽化度（耐用年数‐経過年数） 

No. 施設分類名 
高い 

（経過年数≧耐用年数） 

低い 

（経過年数＜耐用年数） 
合計 

1 庁舎等 0 4 4 

2 子育て・福祉関連施設 7 9 16 

3 地域会館関連施設 17 13 30 
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No. 施設分類名 
高い 

（経過年数≧耐用年数） 

低い 

（経過年数＜耐用年数） 
合計 

4 産業振興関連施設 4 11 15 

5 住 宅 0 65 65 

6 社会教育施設 7 9 16 

7 体育施設 3 8 11 

8 学 校 11 18 29 

9 給食センター 0 2 2 

10 その他 14 17 31 

計 63 156 219 

 

 

（３）安全性・機能性・環境性 

 建物の現状を、安全性・機能性・環境性の３つの観点から評価すると、図表６のとおりとなり

ます。このうち、「何らかの改善が必要」または「全面的に改修が必要」とされる施設数は、「住宅

（32施設）」、「学校（23施設）」及び「地域会館関連施設（18施設）」が特に多くなっています。こ

れらの施設は、安全性への懸念や機能性・環境性の観点から時代のニーズに合わなくなってきて

いる可能性があります。 

 

図表 ６ 建物の安全性・機能性・環境性 

No. 施設分類名 
３（ほぼ問

題なし） 

２（何らかの

改善が必要） 

１（全面的に

改修が必要） 
合計 

1 庁舎等 2 2 0 4 

2 子育て・福祉関連施設 10 5 1 16 

3 地域会館関連施設 12 17 1 30 

4 産業振興関連施設 11 4 0 15 

5 住 宅 33 31 1 65 

6 社会教育施設 4 8 4 16 

7 体育施設 9 2 0 11 

8 学 校 6 16 7 29 

9 給食センター 2 0 0 2 

10 その他 14 9 8 31 

計 103 94 22 219 
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（４）必需性 

 建物の必需性は、「法令で設置が義務付けられているサービス（施設）である」、「社会のセーフ

ティネットや災害時の避難施設となっている」及び「市民が日常生活を営む上で最低限必要なサ

ービス（施設）である」の３項目とし、合計スコアが高い施設を必需性が高い（スコア３）と評価

しています。この評価結果を図表７のとおりまとめると、スコア３の施設は、「学校」が最も多く

なっています。 

 

図表 ７ 必需性スコア 

No. 施設分類名 
スコア3 

（高い） 

スコア2 

（普通） 

スコア1 

（低い） 

スコア0 

（なし） 
合計 

1 庁舎等 1 0 3 0 4 

2 子育て・福祉関連施設 1 5 5 5 16 

3 地域会館関連施設 0 0 29 1 30 

4 産業振興関連施設 0 0 4 11 15 

5 住 宅 0 57 8 0 65 

6 社会教育施設 0 0 3 13 16 

7 体育施設 0 0 2 9 11 

8 学 校 26 0 1 2 29 

9 給食センター 0 0 1 1 2 

10 その他 0 1 7 23 31 

計 28 63 63 65 219 

 

 

（５）必要性 

 建物の必要性は、「設置目的と時代のニーズがマッチしている（乖離していないか）」、「市の政

策・施策を推進する上で、必要不可欠である」及び「設置目的や機能が民間の施設と競合してい

ない」の３項目とし、合計スコアが高い施設の必要性が高いものとして評価しています（図表８）。

必要性が高い（スコア３）施設は、「学校」、「地域会館関連施設」、「産業振興関連施設」、「子育て・

福祉関連施設」等となっています。 

 

図表 ８ 必要性スコア 

No. 施設分類名 
スコア3 

（高い） 

スコア2 

（普通） 

スコア1 

（低い） 

スコア0 

（なし） 
合計 

1 庁舎等 4 0 0 0 4 

2 子育て・福祉関連施設 10 2 0 4 16 

3 地域会館関連施設 11 14 2 3 30 

4 産業振興関連施設 11 3 0 1 15 
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No. 施設分類名 
スコア3 

（高い） 

スコア2 

（普通） 

スコア1 

（低い） 

スコア0 

（なし） 
合計 

5 住 宅 0 64 1 0 65 

6 社会教育施設 7 2 0 7 16 

7 体育施設 5 4 0 2 11 

8 学 校 26 0 0 3 29 

9 給食センター 1 0 0 1 2 

10 その他 8 7 7 9 31 

計 83 96 10 30 219 

 

 

（６）稼働状況 

 建物の稼働状況について、図表９のとおり「非常によく使われている」から「使われていない」

の５段階で評価しており、「非常によく使われている」または「よく使われている」に該当する数

が特に多い施設は、「住宅」、「学校」となっています。 

 

図表 ９ 稼働状況（2017年） 

No. 施設分類名 

非常によ

く使われ

ている 

よく使わ

れている 
普通 

あまり使

われてい

ない 

使われて

いない 
合計 

1 庁舎等 3 0 1 0 0 4 

2 子育て・福祉関連施設 11 0 1 0 4 16 

3 地域会館関連施設 1 2 18 7 2 30 

4 産業振興関連施設 4 2 8 0 1 15 

5 住 宅 37 18 3 7 0 65 

6 社会教育施設 2 2 7 1 4 16 

7 体育施設 2 4 4 0 1 11 

8 学 校 22 5 1 0 1 29 

9 給食センター 1 0 0 0 1 2 

10 その他 7 12 5 0 7 31 

計 90 45 48 15 21 219 
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２．建築物系施設の長寿命化に関する計画類 

 

（１）住宅 

計 画 名 伊達市公営住宅等長寿命化計画 

策定年月 2015年３月 

部 署 名 建設部都市住宅課 

計画期間 2015年度～2024年度までの10年間（構想期間は20年間） 

内 容 公営住宅等ストックの適切なマネジメント（維持・管理）を行うために、団地別・住

棟別に修繕、改善、建替などの活用方法を定めたうえで、更新コストの削減と事業量

の平準化を図ることを目的に策定している。 

 

 

（２）学校 

計 画 名 （仮称）伊達市学校施設長寿命化計画 

策定年月 2018年度中（予定） 

部 署 名 教育部学校教育課 

計画期間 2019年度～2028年度までの10年間 

内 容 計画的な長寿命化と修繕を行うことでコストの平準化を図り、子どもたちの安全・安

心な学校施設を確保することを目的に策定予定 

 

 

（３）社会教育施設 

計 画 名 （仮称）だて歴史の杜カルチャーセンター中長期修繕計画 

策定年月 2018年度中（予定） 

部 署 名 教育部生涯学習課 

計画期間 2019年度～2028年度までの10年間 

内 容 予防保全的な施設修繕・維持を行い、施設の長寿命化を図ることを目的に策定予定 

 

計 画 名 （仮称）アートビレッジ文化館修繕計画 

策定年月 2018年度中（予定） 

部 署 名 教育部生涯学習課 

計画期間 2019年度～2024年度までの６年間 

内 容 不具合のある個所や予防保全的な施設修繕・維持を行い、施設の長寿命化を図ること

を目的に策定予定 
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計 画 名 （仮称）文化財施設維持管理計画 

策定年月 2020年度中（予定） 

部 署 名 教育部生涯学習課 

計画期間 2021年度～2028年度までの８年間 

内 容 施設・設備の計画的な修繕を行い、文化財を良好な環境で保管することを目的に策定

予定 

 

 

３．施設全体の現状に関する傾向 

 

・施設数は、伊達地域150、大滝区69と約２：１の比率となっています。伊達地域、大滝区とも

「住宅」が最も多い施設ですが、伊達地域で２番目に多い「学校」は大滝区では４番目であ

り、また、大滝区では「その他」施設が多い等、両地区では施設の分布に違いがみられます。 

・分類別では、「地域会館関連施設」が特に老朽化が進んでおり、安全性への懸念や機能性・環

境性の観点からも懸念があるため、今後の対策が望まれます。しかし、これらの施設は地域の

活動拠点としての役割も担っていることから、地域との合意形成等が必要です。 

・「学校」は老朽化した施設が多く、必需性・必要性ともに高いスコアであり、また稼働状況も

よいため、相対的に重要性が高いといえます。 

・「住宅」については、稼働状況が非常に高い一方、安全性・機能性・環境性の観点からは懸念

される状況です。 

 

 

４．インフラ系施設 

 

インフラ系施設は、主に道路、橋梁、公園、上下水道施設であり、インフラ系施設の個別施設

計画は別途策定済みまたは策定予定となっており、その計画により長寿命化等の対策を実施しま

す。なお、各計画の概要は以下のとおりです。 

 

（１）公園 

計 画 名 伊達市公園施設長寿命化計画 

策定年月 2018年２月 

部 署 名 建設部都市住宅課 

計画期間 2018年度～2027年度までの10年間 

内 容 公園利用者が安心できる都市公園を提供するため、予防保全型の管理により、施設機

能の向上や保持、ライフサイクルコストの縮減を図ることを目的に策定している。 
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（２）道路 

計 画 名 市道舗装の個別施設計画 

策定年月 2018年３月 

部 署 名 建設部建設課 

計画期間 2018年度～2027年度までの10年間 

内 容 路面性状調査の結果を踏まえ、適切な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や維持

管理費などのライフサイクルコスト縮減を目指し、将来にわたり安全・安心な道路網

を確保することを目的に策定している。 

 

計 画 名 伊達市管内道路照明修繕事業[個別施設計画] 

策定年月 2017年４月 

部 署 名 建設部建設課 

計画期間 2018年度～2021年度までの４年間 

内 容 中心市街地にある幹線道路の道路照明施設を計画的に修繕、補修することにより、将

来にわたり安全・安心な道路網を確保することを目的に策定している。 

 

 

（３）橋梁 

計 画 名 伊達市橋梁長寿命化修繕計画 

策定年月 2014年３月 

部 署 名 建設部建設課 

計画期間 2015年度～2024年度までの10年間（第1期計画期間） 

内 容 予防保全（計画的な修繕・架替え）を行い、橋梁の長寿命化と修繕・架替えのコスト

縮減を図り、地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的に策定

している。 

 

計 画 名 伊達市管内林道橋修繕事業[個別施設計画] 

策定年月 2017年４月 

部 署 名 建設部建設課 

計画期間 2017年度～2026年度までの10年間 

内 容 橋梁の長寿命化及び修繕、架替えのコスト縮減を図り、山林の道路ネットワークの安

全性・信頼性を確保することを目的に策定している。 
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（４）上下水道施設 

計 画 名 伊達市上水道施設更新基本計画 

策定年月 2014年３月 

部 署 名 建設部水道課 

計画期間 2015年度～2024年度までの10年間 

内 容 伊達市水道ビジョン及びアセットマネジメント結果により、持続可能な水道事業を構

築するために、耐震対策や老朽施設の更新基本計画を策定している。計画の対象施設

は、取水施設、浄水施設、配水施設となっている。 

 

計 画 名 （仮称）伊達市上水道事業経営戦略 

策定年月 2019年度（予定） 

部 署 名 建設部水道課 

計画期間 2020年度～2029年度までの10年間 

内 容 将来にわたり安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画を策定予

定 

 

計 画 名 （仮称）大滝区簡易水道事業経営戦略 

策定年月 2019年度（予定） 

部 署 名 建設部水道課 

計画期間 2020年度～2029年度までの10年間 

内 容 将来にわたり安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画を策定予

定 

 

計 画 名 伊達終末処理場長寿命化計画 

策定年月 2017年３月 

部 署 名 建設部下水道課 

計画期間 第二期：2017年度～2020年度までの４年間 

内 容 主要部品及び施設ごとに時間保全、状態保全、事後保全の項目に分けて点検を行い、

結果に応じて予防保全的維持を行うことによりライフサイクルコストの縮減を図り、

健全な下水道事業の運営に資することを目的に策定している。 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

計 画 名 大滝下水道管理センター長寿命化計画 

策定年月 2015年３月 

部 署 名 建設部下水道課 

計画期間 2015年度～2019年度までの５年間 

内 容 主要部品及び施設ごとに時間保全、状態保全、事後保全の項目に分けて点検を行い、

結果に応じて予防保全的維持を行うことによりライフサイクルコストの縮減を図り、

健全な下水道事業の運営に資することを目的に策定している。 

 

計 画 名 （仮称）伊達市下水道事業経営戦略 

策定年月 2019年度（予定） 

部 署 名 建設部下水道課 

計画期間 2020年度～2029年度までの10年間 

内 容 将来にわたり安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画を策定予

定 

 

計 画 名 （仮称）伊達市下水道ストックマネジメント計画 

策定年月 2020年度（予定） 

部 署 名 建設部下水道課 

計画期間 2020年度～2025年度までの６年間 

内 容 下水道の全ての施設について点検・調査等を実施し、施設の維持管理の健全化を図る

ことを目的に策定予定 
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第３章 更新費用の試算と目標設定 

 

１．考え方 

 

過去のデータをもとに今後の人口を予測すると、本市では、総人口、生産年齢人口ともに継続

的に減少し、住民が利用する施設数についても、将来的な人口減少とともに今後縮小方向に向か

うものと想定されます。図表10及び図表11のとおり、本市の人口は34,995人、世帯数は15,054世

帯（2015年国勢調査）であり、2000年をピークに減少傾向となっております。 

 

             図表 10 伊達市の人口推移と将来予測 

 

 

 

 

※2015年までは国勢調査結果、それ以降は2018年国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」による推

計。2005年以前は旧大滝村との合計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、図表12のとおり、2020年と2040年の人口比較では、生産年齢人口が約30％減少してお

り、50年後には更に減少しているものと想定されます。 

 

図表 12 2020年と2040年の人口比較 

 

 

 

 

 
 

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

総数 36,647 37,137 37,066 36,278 34,995 33,520 31,782 29,882 27,920 25,879

年少人口 5,460 4,783 4,615 4,276 3,966 3,609 3,183 2,849 2,547 2,316

生産年齢人口 24,136 23,636 22,437 20,959 18,919 17,171 16,059 14,954 13,734 12,042

老年人口 7,051 8,718 10,014 11,040 12,110 12,740 12,540 12,079 11,639 11,521

年代

〔単位：人〕 

〔単位：人〕 

〔単位：人〕 

図表 11 伊達市の人口推移 

2020年 2040年

33,520 25,879 △ 7,641 （△22.80％）

年少人口 3,609 2,316 △ 1,293 （△35.83％）

生産年齢人口 17,171 12,042 △ 5,129 （△29.87％）

老年人口 12,740 11,521 △ 1,219 （△ 9.57％）

年　代

総　数

増減
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人口減少の中、既存施設の更新費用は、経年劣化により長期にわたって発生します。一方、市

税収入の減少等により、すべてに対応することが難しい状況が予想されます。 

このため、経費については、将来的な更新費用を把握・分析して平準化と節減に努める必要が

あります。また、これらの経費（更新費用）及び財源については、総合管理計画及び個別施設計

画の進捗状況や、市の財政状況、予算状況等を確認しながら、収支バランスをとるよう努めてい

きます。 

 

 

２．更新費用の試算 

 

公共施設等のうち建築物系施設の長寿命化について、対策を行った場合と特別の対策をせずに

耐用年数毎に建て替えた場合を比較して、どのくらいの効果があるか試算した結果が次のとおり

です。 

試算にあたっては、後述する第５章の施設別計画の「方向性・対策」を実施したことを前提と

しており、施設別の分類（10分類）に分けて算出します。 

今後50年間の期間で試算した結果、建築物系施設全体として、長寿命化対策等により、単純更

新（耐用年数で建替え）よりも約156.1億円の経費節減が見込まれます（図表13）。また、計画期

間である７年間で試算すると、約124.5億円の経費節減が見込まれます（図表14）。 

なお、インフラ施設については、策定済みまたは策定予定の各計画書に基づくものとします。 

 

図表 13 経費（更新費用）の見込額（50年間） 

No 分類 

①長寿命化後の費用 ② 単 純 更

新 時 の 費

用（耐用年

数で建替） 

長 寿 命 化

対 策 等 の

効果額 

（①-②） 

修繕費用 

（ 2015 ～

2017 年 実

績平均） 

計 
大規模 

改修費用 
建替費用 

1 庁舎等 65.1 33.8 31.3 54.0 11.1 0.01 

2 子育て・福祉関連施設 26.2 15.4 10.8 30.1 △3.9 0.01 

3 地域会館関連施設 33.1 19.9 13.1 40.2 △7.2 0.09 

4 産業振興関連施設 69.1 31.5 37.6 51.7 17.4 0.06 

5 住 宅 0.0 0.0 0.0 95.8 △95.8 0.08 

6 社会教育施設 55.6 31.3 24.3 63.0 △7.5 0.03 

7 体育施設 9.9 8.4 1.5 19.8 △9.9 0.00 

8 学 校 150.7 58.1 92.6 171.6 △20.9 0.45 

9 給食センター 5.6 5.6 0.0 12.5 △6.9 0.00 

10 その他 32.9 12.9 20.0 65.4 △32.5 0.19 

総計 448.2 217.0 231.2 604.3 △156.1 0.93 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

 

〔単位：億円〕 
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図表 14 経費（更新費用）の見込額（７年間） 

No 分類 

①長寿命化後の費用 ② 単 純 更

新 時 の 費

用（耐用年

数で建替） 

長 寿 命 化

対 策 等 の

効果額 

（①-②） 

修繕費用 

（ 2015 ～

2017 年 実

績平均） 
計 

大規模 

改修費用 
建替費用 

1 庁舎等 15.4 15.4 0.0 24.6 △9.2 0.01 

2 子育て・福祉関連施設 3.9 3.9 0.0 8.5 △4.7 0.01 

3 地域会館関連施設 4.1 4.1 0.0 10.2 △6.1 0.09 

4 産業振興関連施設 1.8 1.8 0.0 4.1 △2.3 0.06 

5 住 宅 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 

6 社会教育施設 1.6 1.6 0.0 15.6 △14.0 0.03 

7 体育施設 0.8 0.8 0.0 2.2 △1.4 0.00 

8 学 校 21.6 21.6 0.0 73.9 △52.3 0.45 

9 給食センター 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

10 その他 9.8 9.8 0.0 44.3 △34.5 0.19 

総計 59.0 59.0 0.0 183.5 △124.5 0.93 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

 

３．目標値の設定 

 

第５章の施設別計画の「方向性・対策」を実施したことを前提に機械的に計算した場合の建物

の延床面積は図表15のとおりであり、全体では32.63％の減となっております。 

 

図表 15 長寿命化等の対策を行った場合の延床面積 

No 分類 

延床面積（㎡） 

2019年 

（現在） 

2068年 

（50年後） 
差 

1 庁舎等 13,512 13,512 0（   0％） 

2 子育て・福祉関連施設 8,847 8,542 305（△ 3.45%） 

3 地域会館関連施設 10,092 7,975 2,116（△20.97%） 

4 産業振興関連施設 12,934 12,617 317（ △2.45%） 

5 住 宅 68,688 34,486 34,202（△49.79%） 

6 社会教育施設 15,811 12,607 3,204（△20.27%） 

7 体育施設 15,183 13,881 1,302（△ 8.58%） 

8 学 校 51,998 34,201 17,797（△34.23%） 

9 給食センター 3,799 3,301 497（△13.09%） 

10 その他 18,162 6,443 11,719（△64.53%） 

総計 219,026 147,566 71,460（△32.63%） 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

〔単位：億円〕 

〔単位：㎡〕 
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将来的に人口減少が想定されることから、公共施設等の利用者は減少していくものと考えられ

ますが、地域毎に必要な施設等もありますので、延床面積の削減にあたっては全市的なバランス

を考慮し、各地域に配慮した対応が必要となります。しかし、安定的な財政運営を行うために、

「集中と選択」が必要であることから、これらのことを勘案して、仮定条件から得られた値の約

50％（≒45.97％）を目標値とし、次のとおり設定します。 

 

目標値 

 ５０年間で、建築物系施設全体の延床面積を１５％減とする。 

（2018年12月末対比） 

  

この場合の50年後の建築物系施設全体の延床面積は186,172㎥であり、長寿命化による効果額は

約71.8億円となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔施設の維持管理経費〕 

上記の目標値を達成した場合の維持管理経費の削減効果額は、図表16のとおり、50年間の

単純試算で約696,748千円となります。  

 

 

No 分類 2015（H27) 2016（H28) 2017（H29)
3ヶ年平均

①

50年間の

維持管理費

②＝①×50年間

床面積を15％（目標値）

削減した場合の削減効果

③＝②×15％

1 庁舎等 1,827 892 816 1,178 58,917 8,838

2 子育て・福祉関連施設 1,417 1,363 979 1,253 62,650 9,398

3 地域会館関連施設 8,848 6,954 10,448 8,750 437,500 65,625

4 産業振興関連施設 322 11,170 6,360 5,951 297,533 44,630

5 住　宅 9,691 8,833 5,270 7,931 396,567 59,485

6 社会教育施設 824 1,875 6,900 3,200 159,983 23,998

7 体育施設 346 294 513 384 19,217 2,883

8 学校 18,790 22,116 93,435 44,780 2,239,017 335,853

9 給食センター 0 0 0 0 0 0

10 その他 36,896 14,749 6,771 19,472 973,600 146,040

78,961 68,246 131,492 92,900 4,644,983 696,748総計

〔単位：千円〕 図表 16 施設の維持管理経費の単純試算 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 
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第４章 費用縮減のための対策 

 

１．対策の種類 

 

費用縮減のために建築物に対して講じる対策として、以下の11通りを想定します。 

①廃止 

②除却・跡地利用 

③用途変更（転用） 

④集約・複合化 

⑤規模見直し 

⑥継続利用 

⑦改築 

⑧新設 

⑨公民・広域連携 

⑩策定済み計画参照 

⑪策定予定計画参照 

 

●転用（公民連携）の例 

    既存の公共施設を民間事業者が他の用途に活用することで、施設の有効活用と市民の利

用・参加が促進されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

●集約化の例 

    複数の地域にある、類似した機能を持つ施設（集会所・福祉施設等）が老朽化している

場合に、これらの施設を新設する集会施設１か所に機能を集約します。この結果、延床面

積を縮減し、維持管理費を節減できます。 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積 10 

維持管理費 3 

集会所 

Ａ 

（老朽化→除却） 

延床面積 10 

維持管理費 3 

福祉会館 

Ｂ 

（老朽化→除却） 

延床面積 15 

維持管理費 4 

（新設） 

集会施設 複数地域

で共用 

【効果】 

延床面積 

20→15 （△25％） 

維持管理費 

6→4 （△33.3％） 

廃校、倉庫等 

市の所有・運営 

転用 
新たな用途（＊） 

民間事業者の所有・運営 

（＊）ホテル、ゲストハウス、 

イベント運営等 

【効果】 

未利用または利用度が低い 

施設が、民間の技術・ノウハウ 

により新たな用途に転用され、 

有効活用される。 



 

19 

 

●複合化の例 

    異なる機能を持つ施設が点在している場合、これらの施設を複合化により１か所に集約

します。この結果、各施設それぞれに必要となっていた共用部分の電力、事務室・トイレ、

管理人の人件費、清掃費用等が効率化され、住民もワンストップ化により利便性が高まり

交流促進が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他の対策方法】 

●バリアフリー対応（ユニバーサルデザイン化）の例 

    公共施設の利用価値と利便性を高めるため、施設のユニバーサルデザイン化を推進しま

す。具体的には、バリアフリー法に基づくバリアフリー改修、障がい者用トイレ・多目的

トイレの整備、エレベーター設置、点字ブロック整備、授乳室・託児室の整備、洋式トイ

レの整備等です。 

 

 

 

 

 

 

 

２．実施事例 

 

（１）新末永団地 

  実施事例として、新末永団地の跡地活用が挙 

 げられます。これは、老朽化した団地の建物（１ 

 ～６号棟 計13棟・65戸、跡地面積約9,034㎡）を  

2016年2月に市が用途廃止・除却し、公売した土 

地を購入した民間事業者が宅地整備したもので 

す（図表17）。 

 

【効果】 

延床面積 

40→35 （△12.5％） 

維持管理費 

12→10 （△16.7％） 

 

延床面積 10 

維持管理費 3 

文化施設Ａ 

延床面積 10 

維持管理費 3 

体育施設Ｂ 

延床面積 10 

維持管理費 3 

温泉施設Ｃ 

延床面積 10 

維持管理費 3 

保育施設Ｄ 

複合化 

文化施設Ａ 

体育施設Ｂ 

温泉施設Ｃ 

保育施設Ｄ 

共用スペース 

複合施設 

延床面積 各 7 

維持管理費 10 

階段 

エレベータ

ー設置 

階段 
エレベ

ーター 

【効果】 

エレベーターの設置により、階段

を昇降する必要がなくなり、車い

すやベビーカーでも 2Fを利用で

きるようになり、施設の利用が促

進される。 

図表 17 新末永団地（跡地）の位置 
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（２）広域連携（西胆振行政事務組合） 

広域連携の実施事例としては、火葬場の共同利用が挙げられます。これは、胆振西部１市３

町（伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町）により構成される、西胆振行政事務組合を通じて実施

されるものです。 

なお、現在供用中の「伊達市火葬場」（1978年建設）は、築後40年経過と老朽化が進んでいる

ため、図表18のスケジュールのとおり、近隣市町村を含めた広域連携により、共同の火葬場を

新たに建設する予定です。 

 

図表 18 新しい火葬場整備事業のスケジュール（予定） 

時期 内容 

2018年12月 火葬場整備事業に係る基本構想・基本計画策定 

2019年３月 火葬場整備事業に係る基本設計・実施設計完成 

2019年８月 建設工事着工 

2021年２月 建設工事竣工 

2021年３月 新火葬場供用開始 

2021年４～７月 伊達市（旧）火葬場解体等工事 

 

 

 

３．対策の優先順位の考え方 

 

 対策の優先順位の考え方については、以下図表19の「考慮すべき事項」、「優先順位の考え方」

に基づくこととします。なお、対策実施にあたっては、この優先度を考慮し、その時々の状況・

課題に合わせて総合的に判断します。 

 

図表 19 考慮すべき事項と優先順位の考え方 

考慮すべき事項 優先順位の考え方（指標） 

施設の状態 老朽化度、耐用年数、耐震性 

耐震、役割 必要性 

機能 必需性 

利用状況 その地区・地域における利用度合い 

対策費用（金額の規模） 予算規模、手当可能な財源 
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第５章 施設別計画 

 

１．施設別計画の考え方 

 

建築物系施設については、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を

目的に、各施設分類別に具体的な計画を策定します。また、インフラ系施設については、それぞ

れの個別施設計画に基づくものとします。 

 施設別計画には、現状を踏まえた対策（①～⑪）の種類及びその内容を記載していますが、更

なる検討や地域及び利用者との意見交換等により、「方向性・対策」に変更が生じた場合は、計画

見直し時に変更することとします。 

 また、対策時期については、現時点で想定される時期を記載していますが、財政状況をはじめ

とするその時々の社会情勢等によって変更となる場合があります。 

各建築物系施設の施設別計画は、次ページ以降のとおりです。 
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２．施設別計画（建築物系） 

 

（１）庁舎等（施設数４） 

・庁舎は、伊達地域の本庁舎、大滝区の総合支所ともに、行政運営及びまちの中核施設であり、基本的に継続利用を想定していますが、今後、老 

朽化対策や耐震化への対応を検討する必要があります。 

・消防・防災センターについては、設備（プロジェクタ、音響設備等）に経年劣化が見られるため、更新を検討する必要があります。 

・庁舎等については、今後50年間を見通した際には、大規模改修や施設更新のタイミングから試算上の削減効果はありませんが、長期的にはライ 

フサイクルコストが低減できる可能性があります。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 伊達市役所 庁舎 伊達 1975 ⑥継続利用   総務課 

2 大滝総合支所（消

防除く） 

大滝 1977 ⑥継続利用   地域振興課 

3 第２庁舎 伊達 1990 ⑥継続利用   総務課 

4 伊達市消防・防災

センター 

伊達 2003 ⑥継続利用   総務課危機

管理室 

 

 

設備更新 
（プロジェクタ等） 

維持 

維持 

照明 LED化の検討、改修・建替の検討 

耐震化改修の
検討 

維持 
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（２）子育て・福祉関連施設（施設数16） 

・子育て・福祉関連施設は、「保育所、児童クラブ、子育て支援施設」、「高齢者福祉施設」及び「その他施設」に分けて記載します。 

・子育て・福祉関連施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約3.9億円の削 

減効果が期待されます。 

 

①保育所、児童クラブ、子育て支援施設 

   ・保育所、子育て支援施設の配置計画については、「伊達市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、将来的な児童数の減少を勘案して、効率

的な配置を目指します。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 くるみ保育所 伊達 1984 ⑥継続利用   子育て支援

課 

2 ひまわり保育所 伊達 2017 ⑥継続利用   子育て支援

課 

3 大滝保育所 大滝 1982 ⑥継続利用   子育て支援

課 

4 うす保育所 伊達 1975 ⑥継続利用   子育て支援

課 

5 第１・２やまびこ

児童クラブ 

伊達 2008 ⑥継続利用   生涯学習課 

指定管理への 
移行検討 

維持（指定管理） 

維持 

定員変更、ひまわり保育所との統合を検討 

維持 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

6 第３やまびこ児

童クラブ 

伊達 2017 ⑥継続利用   生涯学習課 

7 ほしのこ児童ク

ラブ 

伊達 2015 ⑥継続利用   生涯学習課 

8 まれふ児童クラ

ブ 

伊達 1978 ④集約・複

合化 

  生涯学習課 

9 子育て支援セン

ターえがお 

伊達 2001 ⑥継続利用   子育て支援

課 

10 旭町児童館・地域

交流館 

伊達 2010 ⑥継続利用   子育て支援

課 

 

②高齢者福祉施設 

   ・市内唯一の養護老人ホームであり、建物も比較的新しいため、継続利用を想定しています。 

   ・また、建物を良好に保全するために定期的な維持補修（屋上防水シートの改修等）を行う必要があります。 

   ・屋内照明については、消費電力が少ないＬＥＤ照明ではないものの、省エネタイプの照明器具が設置されていることから、照明設備の更新時 

    期に合わせてＬＥＤ照明等に交換するものとします。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

11 潮香園 伊達 2008 ⑥継続利用   高齢福祉課 

維持 

維持 

維持 

維持 

利用児童数が 10名を下回る場合は他の児童クラブに移送することを検討 

維持 
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③その他施設 

   ・旧ひまわり保育所については、伊達商工会議所に無償貸与しており、貸与が終了する際には除却・跡地利用を検討します。 

   ・第２うめのこ、旧第２うめのこ、旧第３うめのこ児童クラブは、現在利用しておらず今後の利用見込みがないことから、用途変更や除却・跡

地利用を検討します。 

   ・不登校児童を受け入れている「こどもの国フェニックス」が利用する旧さくら幼稚園は、耐用年数を経過しており、将来的な施設利用につい

て検討します。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

12 旧ひまわり保育

所 

伊達 1978 ⑨公民連携 

②除却・跡地

利用 

  財政課 

13 第２うめのこ 

児童クラブ 

伊達 1980 ②除却・跡地

利用 

  生涯学習課 

14 旧第２うめのこ

児童クラブ 

伊達 1969 ②除却・跡地

利用 

  生涯学習課 

15 旧第３うめのこ

児童クラブ 

伊達 1969 ②除却・跡地

利用 

  生涯学習課 

16 旧さくら幼稚園

（こどもの国フ

ェニックス） 

伊達 1980 ⑥継続利用   学校教育課 

 

 

危険家屋となる恐れが 
あるため除却 

危険家屋となる恐れが 
あるため除却 

危険家屋となる恐れが 
あるため除却 

伊達商工会議所への 
無償貸与 

維持 
（将来的な方向性を検討） 

公売 
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（３）地域会館関連施設（施設数30） 

・地域会館関連施設については、大規模改修等の長寿命化対策や廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約7.2億円の削減効果 

が期待されます。 

 

①コミュニティーセンター・市民活動センター 

・地域の中核的なコミュニティー活動の場であり、今後も継続利用するものとします。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 東地区コミュニ

ティーセンター 

 

伊達 2007 ⑥継続利用   総務課 

2 有珠地区コミュ

ニティーセンタ

ー 

伊達 1999 ⑥継続利用   総務課 

3 黄金地区コミュ

ニティーセンタ

ー 

伊達 2004 ⑥継続利用   総務課 

4 長和地区コミュ

ニティーセンタ

ー 

伊達 2007 ⑥継続利用   総務課 

5 市民活動センタ

ー 

伊達 2015 ⑥継続利用   総務課 
維持 

維持 

維持 

維持 

維持 
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②小規模集会施設 

・地域に根差した集会施設ですが、利用者の減少や建物の老朽化に伴い、大規模改修が必要となった場合には、廃止を含めて検討することとし 

 ます。 

  

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

6 三ツ和福祉会館 伊達 2003 ⑥継続利用   総務課 

7 北星福祉会館 伊達 1973 ①廃止 
2018年度中に除却予定 

 総務課 

8 親和福祉会館 伊達 1974 ⑥継続利用   総務課 

9 関内福祉会館 伊達 1978 ⑥継続利用   総務課 

10 つばさ福祉会館 伊達 1982 ⑥継続利用   総務課 

11 竹原福祉会館 伊達 1984 ⑥継続利用   総務課 

12 すみれ福祉会館 伊達 1974 ⑥継続利用   総務課 

 

 

 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 
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③自治会館 

・地域に根差した集会施設ですが、利用者の減少や建物の老朽化に伴い、大規模改修が必要となった場合には、廃止を含めて検討することとし 

 ます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

13 黄金駅前館 伊達 1988 ⑥継続利用   総務課 

14 こがね達南会館 伊達 1972 ⑥継続利用   総務課 

15 喜門別会館 伊達 1974 ⑥継続利用   総務課 

16 東第７区自治会

館 

伊達 1974 ⑥継続利用   総務課 

17 中稀府会館（旧農

村婦人の家） 

伊達 1979 ⑥継続利用   総務課 

18 関内７区会館 伊達 1968 ⑥継続利用   社会福祉課 

 

④大滝区の集会施設 

・大滝区内の大規模集会施設である基幹集落センターは地域の中核施設であることから、継続利用を想定しています。 

・地域活性化交流センターは休止中となっており、再開には改修が必要であることから、今後については廃止を含めて検討する必要があります。 

・その他の集会施設は地域に根差した集会施設であり、大規模改修については地域との協議が必要です。 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

19 基幹集落センタ

ー 

大滝 1983 ⑥継続利用   地域振興課 

20 地域活性化交流

センター 

大滝 1995 ①廃止   地域振興課 

21 優徳農村公園コ

ミュニティー施

設 

大滝 1999 ⑥継続利用   地域振興課 

22 優徳集会所 大滝 2005 ⑥継続利用   地域振興課 

23 昭園集会所 大滝 1988 ⑥継続利用   地域振興課 

24 上野集会所 大滝 1979 ⑥継続利用   地域振興課 

25 本郷集会所 大滝 1989 ⑥継続利用   地域振興課 

26 愛地集会所 大滝 2002 ⑥継続利用   地域振興課 

27 円山集会所 大滝 1989 ⑥継続利用   地域振興課 

 

 

維持 
（一部要改修） 

維持・施設のあり方を検討 

廃止を含めて検討 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 

維持 
（大規模改修の際は自治会とあり方を検討） 
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⑤その他の集会施設 

・有珠生活館はアイヌの方々が暮らす地域の生活環境を改善する目的で建設され、生活相談等に多く利用されており、継続利用を想定していま 

す。 

・弄月館は農業研修及び保養目的で建設された施設ですが、老朽化が進行していることから、今後については大規模改修が必要な場合は廃止等 

を含めて検討する必要があります。 

・志門気集会所は利用されておらず、老朽化が進行し、危険家屋となる恐れがあることから除却が必要です。 

   

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

28 有珠生活館 伊達 1962 ⑥継続利用   社会福祉課 

29 弄月館 伊達 1983 ⑥継続利用   農務課 

30 志門気集会所 伊達 1964 ①廃止   生涯学習課 

 

 

（４）産業振興関連施設（施設数15） 

・農林水産業や商工業といった特定目的の施設が多いため、各用途の実態と実情に基づいて方向性を検討し、対策を講じます。 

  ・産業振興関連施設については、今後50年間を見通した際には、大規模改修や施設更新のタイミングから試算上の削減効果はありませんが、長期 

的にはライフサイクルコストを低減できる可能性があります。 

 

 

維持 

危険家屋となる恐れが 
あるため除却 

維持 
（大規模改修が必要な場合は廃止等を検討） 
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①農林水産業施設 

・堆肥センター（伊達）、有機物再資源化センター（大滝）、就農支援研修センター（伊逹）、木質ペレットプラント（大滝）については、継続 

利用を想定しつつも、今後の施設のあり方を検討していきます。 

・旧有珠共同作業所、旧有珠種苗センター（旧水産試験場）については、解体を検討していきます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 堆肥センター（１

次・２次発酵場

Ａ・Ｂ、堆積場、

管理棟） 

伊達 2003 ⑥継続利用

④集約・複

合化 

 

  農務課 

2 有機物再資源化

センター 

大滝 2003 ⑥継続利用 

④集約・複

合化 

  地域振興課 

3 伊達市就農支援

研修センター（セ

ンター、ポンプ

室） 

伊達 2011（ポン

プ室） 

1961（旧関

内小学校） 

⑥継続利用   農務課 

4 木質ペレットプ

ラント 

 

 

大滝 2008 ⑥継続利用   水産林務課 

施設のあり方を検討 

維持 

施設のあり方を検討 

施設のあり方を検討 

維持 

維持 

施設のあり方を検討 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

5 旧有珠共同作業

所 

伊達 1963 ①廃止   水産林務課 

6 有珠荷捌き場 伊達 1973 ⑥継続利用   水産林務課 

7 旧有珠種苗セン

ター（旧水産試験

場） 

伊達 1962 ①廃止   水産林務課 

 

②商工業施設 

・観光物産館及びワークプラザについては利用も多く、定期的なメンテナンスを含めた継続利用を想定しています。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

8 観光物産館  物

品販売店舗 

伊達 2011 ⑥継続利用   商工観光課 

9 ワークプラザ（研

修棟、作業・技能

研修棟） 

伊達 2005 ⑥継続利用   商工観光課 

 

 

維持 

解体検討 

解体検討 

維持 

維持 
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（５）住 宅（施設数65） 

・公営住宅については、既に策定している「伊達市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、対策を実施していきます。 

・住宅施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、本計画における試算では、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約 

95.8億円の削減効果が期待されます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 有珠団地 伊達 2000    都市住宅課 

2 駅前団地１～２

号棟 

伊達 2012～

2013 

   都市住宅課 

3 黄金団地 伊達 2007    都市住宅課 

4 湯の街団地 伊達 1982    都市住宅課 

5 長和団地１～３

号棟  

伊達 1992～ 

1993 

   都市住宅課 

6 にれの木団地１

～12号棟  

伊達 1997～

2009 

   都市住宅課 

7 舟岡団地４～６

号棟  

伊達 1986～

1989 

   都市住宅課 

伊達市公営住宅等長寿命化 

計画を参照 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

8 旭町改良住宅１

～４号棟  

伊達 1979～

1982 

   都市住宅課 

9 末永改良住宅１

～５号棟  

伊達 1978～

1981 

   都市住宅課 

10 舟岡改良住宅１

～３号棟  

伊達 1983～

1985 

   都市住宅課 

11 白樺団地Ａ～Ｃ

号棟  

大滝 2000～

2002 

   都市住宅課 

12 ほのぼの団地１

～２号棟  

大滝 2003    都市住宅課 

13 本町東団地１～

２号棟  

大滝 1981～

1982 

   都市住宅課 

14 本町南団地Ａ～

Ｄ棟  

大滝 2004～

2008 

   都市住宅課 

15 見晴団地56年、59

年、61年棟  

大滝 1981～

1986 

   都市住宅課 

16 紅葉団地１～３

号棟  

大滝 1983～

1984 

   都市住宅課 

17 若葉団地１～２

号棟  

大滝 1999    都市住宅課 

伊達市公営住宅等長寿命化 

計画を参照 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

18 優徳団地１～４

号棟 

大滝 2013～

2014 

   都市住宅課 

19 市営清流団地１

～３号棟 

大滝 2016    都市住宅課 

20 優徳団地61年、62

年、５年棟 

大滝 1986    都市住宅課 

21 せせらぎ団地 大滝 2017    都市住宅課 

 

 

（６）社会教育施設（施設数16） 

・伊達地域、大滝区それぞれの地区における、利用者ニーズに基づいた施設配置とサービス提供を検討していきます。 

・社会教育施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約7.5億円の削減効果が 

期待されます。 

 

①文化施設 

・学術・文化・教養・芸術に関する文化施設は、基本的に継続利用を想定しています。 

・長寿命化に関する個別の計画を策定する予定の施設は、その計画に基づき対策を実施していきます。 

なお、「だて歴史の杜カルチャーセンター」は「（仮称）だて歴史の杜カルチャーセンター中長期修繕計画」、「だて歴史文化ミュージアム 体

験学習館、同宮尾登美子記念アートホール及び北黄金貝塚情報センター」は「（仮称）文化財施設維持管理計画」、「伊達市アートビレッジ文

化館及び噴火湾文化研究所」は「（仮称）アートビレッジ文化館修繕計画」を策定予定としています。 

伊達市公営住宅等長寿命化 

計画を参照 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 だて歴史の杜カ

ルチャーセンタ

ー 

伊達 1994 ⑥継続利用 

⑪策定予定

計画参照 

  生涯学習課 

2 だ て 歴 史 の 杜 

管理事務所 

伊達 1995 ⑥継続利用   都市住宅課 

3 図書館 伊達 1979 ⑥継続利用 

⑦改築 

 

 

  図書館 

4 だて歴史文化ミュ

ージアム 体験学習

館 

伊達 1998 ⑥継続利用 

⑪策定予定

計画参照 

  商工観光課 

5 だて歴史文化ミュー

ジアム 宮尾登美子

記念アートホール 

伊達 2005 ⑥継続利用 

⑪策定予定

計画参照 

  生涯学習課 

6 迎賓館 伊達 1892 ⑥継続利用   生涯学習課 

7 旧開拓記念館 開

拓資料館 

伊達 1974 ①廃止 
2018年度中に取り壊し予定 

 生涯学習課 

増改築の検討 

文化庁との協議（文献調査） 

維持 

維持 

（仮称）だて歴史の杜カルチャーセンター中長期修繕計画を参照 

（仮称）文化財施設維持管理計画を参照 

（仮称）文化財施設維持管理計画を参照 

維持 

増改築 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

8 旧開拓記念館 宝

物館 

伊達 1963 ①廃止 
2018年度中に取り壊し予定 

 生涯学習課 

9 伊達市アートビ

レッジ文化館・噴

火湾文化研究所 

伊達 1985 ⑥継続利用 

⑪策定予定

計画参照 

  生涯学習課 

10 北黄金貝塚情報

センター 

伊達 2000 ⑥継続利用 

⑪策定予定

計画参照 

  生涯学習課 

 

②その他 

・旧市民研修センター（体育館を含む｡）については除却とします。 

・大滝工芸館、旧森林せせらぎ館については今後の活用策や公売等を検討していきます。 

・旧大滝国際交流ゲストハウスはネイティブスピーカー活用事業で大滝区に赴任するＡＬＴ（日本人教師の助手として外国語を教える外国人講

師）の住居として活用されており、今後も継続利用を想定しています。 

・大滝自然ふれあい交流施設については一定の利用があるものの、更なる利用者増を目指して誘客策を検討していきます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

11 旧市民研修セン

ター（本館、体育

館） 

伊達 1966 ②除却・跡

地利用 

  財政課 

プロポーザルにより 
土地を売却 

（仮称）アートビレッジ文化館修繕計画を参照 

（仮称）文化財施設維持管理計画を参照 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

12 大滝工芸館 大滝 1996 ②除却・跡

地利用 

③公民連携 

  地域振興課 

13 旧森林せせらぎ

館 

大滝 1989 ②除却・跡

地利用 

③公民連携 

  地域振興課 

14 旧大滝国際交流

ゲストハウス 

大滝 1993 ⑥継続利用   地域振興課 

15 大滝自然ふれあ

い交流施設 

大滝 1997 ⑥継続利用   地域振興課 

 

 

（７）体育施設（施設数11） 

・市民のためのスポーツ施設として、基本的に継続利用を想定しています。 

・社会教育施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約9.9億円の削減効果が 

期待されます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 クロスカントリ

ーレストステー

ション 

大滝 1996 ⑥継続利用   地域振興課 

活用策検討 
（公売等） 

活用策検討 
（公売等） 

維持 

維持 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

2 総合体育館 伊達 2011 ⑥継続利用   生涯学習課 

3 温水プール 伊達 2013 ⑥継続利用   生涯学習課 

4 武道館 伊達 1990 ⑥継続利用   生涯学習課 

5 館山野球場・管理

棟 

伊達 1983 ⑥継続利用   生涯学習課 

6 海洋センター（体

育館・管理棟、艇

庫） 

 

伊達 1982 ⑥継続利用   生涯学習課 

7 まなびの里（旧有

珠中学校校舎）研

修棟 

伊達 1986 ⑥継続利用   生涯学習課 

8 まなびの里（旧有

珠中学校体育館）

屋内運動場 

伊達 1986 ⑥継続利用   生涯学習課 

9 まなびの里パー

クゴルフ場管理

棟 

伊達 2010 ⑥継続利用   生涯学習課 

維持 

維持 

維持 

維持 

維持 

維持 

維持 

施設のあり方を検討 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

10 パークゴルフ場

（旧研修所）クラブ

ハウス（研修所） 

伊達 1970 ⑥継続利用   生涯学習課 

 

 

（８）学 校（施設数29） 

・学校については、策定予定の「（仮称）伊達市学校施設長寿命化計画」に基づき対策を実施していきます。 

・学校施設は、築30～40年のものが約６割と老朽化が進行しており、（仮称）第２次伊達市教育振興基本計画と併せて今後の最適化を図ります。 

・廃校施設は、民間売却等、多様な活用策を検討していきます。 

・学校施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、本計画における試算では、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約 

20.9億円の削減効果が期待されます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 伊達小学校（校

舎、体育館） 

伊達 1971    学校教育課 

2 伊 達 西 小 学 校

（A:校舎、B:体

育館、C:プール） 

伊達 1998（A） 

1999（B,C） 

   学校教育課 

3 東小学校（A:校

舎、B:体育館） 

伊達 1974（A） 

1975（B） 

   学校教育課 

（仮称）伊達市学校施設長寿命化計画 
を参照 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

4 黄金小学校（A:

校舎、B:体育館） 

伊達 1967（A） 

1976（B） 

   学校教育課 

5 稀府小学校（A:

校舎、B:体育館） 

伊達 1973    学校教育課 

6 関内小学校（A:

校舎、B:体育館） 

伊達 1991    学校教育課 

7 長和小学校（A:

校舎、B:体育館） 

伊達 1988（A） 

1987（B） 

   学校教育課 

8 有珠小学校（校

舎、体育館） 

伊達 1973    学校教育課 

9 大滝小学校（校

舎、体育館、倉庫） 

大滝 1995    学校教育課 

10 伊達中学校（校

舎、体育館） 

伊達 1982    学校教育課 

11 光陵中学校（校

舎、体育館） 

伊達 1979    学校教育課 

12 達南中学校（校

舎、体育館） 

伊達 1984    学校教育課 

  

（仮称）伊達市学校施設長寿命化 

計画を参照 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

13 大滝中学校（校

舎・幼稚園舎、体

育館） 

大滝 1986    学校教育課 

14 星の丘小中学校 

校舎 

伊達 2005    学校教育課 

 

 

（９）給食センター（施設数２） 

・伊達地域では、2018年１月より新規オープンした食育センターを、給食、料理教室、レストラン等、市民の食の拠点として最大限活用していく 

方向です。また、広域連携の取り組みとして壮瞥町の小中学校の給食調理業務を受託しています。 

・大滝区については、旧給食センターの有効活用策を今後検討していきます。 

・給食センターについては、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約6.9億円の削減効果が 

期待されます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 だて歴史の杜食

育センター 

伊達 2017 ⑥継続利用   食育センタ

ー 

2 旧大滝区給食セ

ンター 

大滝 1992 ①廃止   食育センタ

ー 

 

活用策検討 

維持 

（仮称）伊達市学校施設長寿命化計画 
を参照 
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（１０）その他（施設数31） 

・その他の施設には、伊達地域16施設、大滝区15施設が含まれます。 

・館山分庁舎は除却します。また、伊達市火葬場については、除却の上で西胆振行政事務組合を通じた広域連携により、新たな火葬場での運用に 

移行する計画です。なお、旧清掃センターは本期間中に閉鎖を検討します。 

・その他施設については、大規模改修等の長寿命化対策や統合、廃止等により、耐用年数毎に更新するよりも50年間で約32.5億円の削減効果が期 

待されます。 

 

No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

1 長和分庁舎（A:旧

長和小学校校舎、

B:体育館） 

伊達 1963（A） 

1970（B） 

⑥継続利用   総務課 

2 館山分庁舎（旧環

境保全体験セン

ター） 

伊達 1977 ②除却・跡

地利用 

  総務課 

3 伊達市役所 バス

車庫・書庫 

伊達 2013 ⑥継続利用   総務課 

4 山下１号倉庫 伊達 1927 ⑨公民・広

域連携 

  商工観光課 

5 山下２号倉庫 伊達 1955 ⑨公民・広

域連携 

  商工観光課 

6 山下３号倉庫（Ｄ

型） 

伊達 1961 ⑥継続利用   商工観光課 

維持 

除却 

活用策検討 

活用策検討 

維持 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

7 旧衛生組合受入

前処理棟 

伊達 1985 ⑥継続利用

②除却・跡

地利用 

  商工観光課 

8 伊達市火葬場 伊達 1978 ②除却・跡

地利用 

  環境衛生課 

9 伊達市霊園 管理

事務所 

伊達 1991 ⑥継続利用   環境衛生課 

10 旧清掃センター

（A:ごみ焼却場、

B:再生資源物処

理施設、C:塵芥車

車庫） 

伊達 1988（A） 

1996（B） 

1989（C） 

①廃止  

 

 環境衛生課 

11 車両基地（事務

所、車庫） 

伊達 1980 ⑥継続利用   建設課 

12 だて歴史の杜ト

イレインフォメ

ーション 

伊達 1994 ⑥継続利用   都市住宅課 

13 北 温 沢 泉 源 室 

第１泉源室 

大滝 2000 ⑥継続利用   水道課・ 

地域振興課 
維持 

維持 

維持・活用策検討 

維持 

維持 

維持 

閉鎖検討 

建て替え 

除却 

（西胆振行政事務組合が運営管理） 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

14 北 温 沢 泉 源 室 

第２泉源室 

大滝 1983 ⑥継続利用   水道課・ 

地域振興課 

15 優徳中継ポンプ

室（温泉用）  

大滝 2002 ⑥継続利用   水道課・ 

地域振興課 

16 共同浴場湯のさ

と館 

大滝 1985 ⑥継続利用   地域振興課 

17 共同浴場ふるさ

との湯 

大滝 2010 ⑥継続利用   地域振興課 

18 大滝区火葬場 大滝 1981 ②除却・跡

地利用 

  地域振興課 

19 大滝区ケーブル

テレビ施設 

大滝 2003 ⑥継続利用   地域振興課 

20 北湯沢簡易郵便

局 

大滝 1991 ⑥継続利用   地域振興課 

21 旧大滝小学校 大滝 1958 ②除却・跡

地利用 

  地域振興課 

22 大滝総合支所現

業車庫（本町１

７） 

大滝 1993 ⑥継続利用   地域振興課 

維持 

維持 

維持 

解体 

維持 

維持 

解体 

維持 

維持 
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No 施設名 地区 建築年度 
方向性・ 

対策 

対策時期・内容 
所管 

計画期間（2019～2025年度） 次期計画以降 

23 大滝総合支所倉

庫（観光（本町８

７－３）） 

大滝 1990 ⑥継続利用   地域振興課 

24 大滝総合支所車

庫（バス等用（本

町２４－３）） 

大滝 2000 ⑥継続利用   地域振興課 

25 大滝サービスス

テーション 

大滝 2017 ⑥継続利用   地域振興課 

26 旧北湯沢小学校

（校舎・幼稚園

舎、体育館） 

大滝 1984 ②除却・跡

地利用 

  学校教育課 

27 

 

職員住宅 

（11棟） 

伊達 1973～ 

1987  

⑥継続利用

②除却・跡

地利用 

  職員法制課 

28 

 

職員住宅 

（１棟） 

大滝 1976 ⑥継続利用   職員法制課 

29 

 

教職員住宅 

（34棟） 

伊達 1974～ 

    1997 

⑥継続利用   学校教育課 

30 

 

教職員住宅 

（15棟） 

大滝 1973～ 

1997  

⑥継続利用

②除却・跡

地利用 

  学校教育課 

維持 

維持 

維持 

活用策検討 

維持 
（利用状況に応じて除却のうえ跡地利用） 

維持 

維持 
（利用状況に応じて除却のうえ跡地利用） 

維持 
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第６章 まとめ 

 

１．施設別計画のまとめ 

 

・本市は、伊達地域と大滝区の２つの異なる性質を持った地域に分かれているため、それぞれの 

地域に必要な施設・機能・役割とこれらのバランスも考慮して対策を検討していきます。 

・実際の除却や閉鎖にあたっては、財政状況をはじめ、その施設の建築年度（老朽度合い）、優先 

度、方向性・対策、最新の地域事情等を総合的に勘案して実施を検討します。 

・維持・継続利用を想定している施設についても、今後の状況変化等によって、将来的に見直し 

の可能性も想定することとします。 

・対策実施は、各施設の所管部署が担当し、関係部署と連携しながら対応します。 

 

 

２．行政改革との連動 

 

 2017年６月に策定した「伊達市行政改革大綱2017」は、2017～2021までの５年間を計画期間と

し、「市民が積極的に関わる行政運営」、「行政サービスの適正化」、「バランスのとれた財政運営」

及び「将来を見据えた人材育成」の４項目を改革の柱としております。 

 とりわけ「バランスのとれた財政運営」については、将来にわたって安定的な財政運営を行う

ために、財源を確実に確保することはもちろんのこと、事業の必要性、有効性及び効率性等を検

証しながら、限られた財源を真に必要な事業に投資することが重要となります。 

 このため、使用料・手数料を徴収している施設については、その見直し等により収支の改善を

図るほか、施設の維持管理においても契約電力や清掃等の委託業務の見直しを行う等、費用の圧

縮に努める必要があります。 

今後は、有効な投資を行うために本計画と行政改革とが連動した施設管理に努める必要があり

ます。 
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